
適用拡大情報 
農林水産省登録 
第２２２０９号 

殺菌剤 

アフェットフロアブル
ペンチオピラド水和剤

  令和 7 年 1 月 29 日付けで以下の通り適用拡大されました。 

＜変更内容＞ 

・作物名「あじさい」を追加する。

太字が追加部分です。（抜粋）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞを含む

農薬の総使用回数 

あじさい うどんこ病 2000 倍 
200～

400L/10a 

発病前～

発病初期 
3 回以内 散布 3 回以内 

≪人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法の追加≫ 

（５） 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域

に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

【変更後】 

（１） 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。

（２） 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんで

よく洗い落とすこと。

（３） 常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

（４） 塗沫の際は不浸透性手袋などを着用すること。

（５） 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区

域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。


